
10 2 3 4 5 6 7 8一般の方々

10 2 3 4 5エッセンシャ
ルワーカー

濃厚接触者の待機期間について

7日間は自宅等での待機
8日目
に解除

解除

2日間の抗原検査で陰性

https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf 等を基に作成

陽性者と最後に接触し
た日を0日目とする

「濃厚接触者」の目安としては、陽性の方の感染可能期間（発症日の2日前）

に一緒に食事をしたなど、マスクを着用せずに1m以内、15分以上の会話等が

あった方となります。

i
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https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf


10 2 3 4 5 6 7 8同居家族

濃厚接触者となる同居家族の待機期間について

7日間は自宅等での待機
8日目
に解除

陽性の方の発症日または

陽性者に対して隔離等の感染対策を始めた日

のいずれか遅い方を0日目として起算

https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf を基に作成

同居している他のご家族が発症した場合は、改めてその発症日を0日目として

起算します。

i

i エッセンシャルワーカーの方も、同居家族で陽性の方がいる時は上記対応とな

ります。
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https://www.mhlw.go.jp/content/000892312.pdf


コロナ陽性の方の療養期間について

*症状軽快とは、解熱剤を使わずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることです。

症状が出た日から10日間かつ、症状軽快*後72時間で療養終了
・・

具体例

2月1日に喉の痛みや発熱があり、2月2日にPCR検査で「陽性」となった場合

発症日
2月1日

PCR陽性
2月2日

症状軽快
2月5日

症状軽快後
2月8日

症状軽快から更に3日間
（72時間）

療養終了
2月11日

0日目 1日目 10日目4日目 7日目

症状軽快から3日間は様子見 → 療養期間が10日目以降にずれ込むこともあります。

無症状で陽性の診断がついた方は、検体採取日から7日間が経過観察となり、その

まま無症状なら療養終了となります

→ 上の例だと2月1日が検体採取日だとして、2月9日から社会復帰が可能

2月12日から
社会復帰可能

i

i
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